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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置にかかる 

令和５年における評価基準の率について 
 
 
平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、標記措置については、国土交通省直轄工事において令和４年４月から

運用されているところですが、令和５年の評価基準の率について改定は行わな

い旨、別紙のとおり、事務連絡を国土交通省本省より各地方整備局はじめ関係

各位へ通知したことについて本会に対し、連絡がありました。 
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業

の皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【添付資料】 

・別紙  国土交通省内通知文 
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